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－ 第６号議案 － 

定款等諸規程の一部改正と新設に関する件  

定款等諸規程の整備は、主に組織ガバナンスを強化するために行う。現行の定款等諸

規程と実際の運用との乖離が一部に見られることから、会議体を中心に整備するととも

に、組合員の資格、代表理事の職務及び役付理事の選出、会計科目等を現行の中小企業

等協同組合法に則した内容とするため、一部改正及び新設を行う。 

 

１．対象とする諸規程 

(１) 定款（一部改正)  

① 公告方法（第５条 一部改正）  

② 組合員の資格（第８条 一部改正） 

③ 役付理事の選出及び役付理事の職務等（第 26条、第 26条の２ 一部改正） 

   ⇒ 役付理事の職務等に関する内規 へ移行 

④ 総会議事録の記載事項（第 39条第２項 一部改正） ⇒ 総会規約 へ移行 

⑤ 理事会議事録の記載事項（第 45条第３項 一部改正） ⇒ 理事会規程 へ移行 

⑥ 常任理事会並びに常勤役員会の記載（第６章表題、第 46条の２、第 47条の２ 一部改正・新設） 

⑦ 会計科目の変更（第 51条～第 57条 一部改正） 

⑧ 軽微な字句改訂 

【別紙－１：定款の変更箇所を記した新旧対照表（案）】 

 

(２）役員選任規約（改正） 

① 書面による推薦会議の開催（役員の補欠選任）（第７条） 

② 理事会の開催（推薦会議で決定された役員候補者の承認）（第８条） 

③ 総会における役員選任の議決（第９条） 

④ 軽微な字句改訂 

【別紙－２：役員選任規約の変更箇所を記した新旧対照表（案）】 

 

(３) 総会規約（新設）  

① 総会の議事録（定款第 39条第２項から移行し新設） 

【別紙－３：総会規約（案）】 

 

２．施行日 

農林水産大臣の認可があった日とする。 
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定款の変更箇所を記した新旧対照表（案） 

改正条文 現行条文 

 

（事務所の所在地） 

第４条 本組合は、事務所を東京都中央区に置く。 

 

 

（公告の方法） 

第５条 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示し、

かつ、必要があるときは、日本経済新聞に掲載する。

ただし、解散に伴う債権者に対する公告は、官報に掲

載して行う。 

 

（組合員の資格） 

第８条 （略） 

（１）「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」

第 47 条（米穀の出荷又は販売の事業の届出）に基づ

き、届出をした事業者 

（２）（略） 

（３）（略） 

２ （略） 

 

（加入） 

第９条 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾

を得て、本組合に加入することができる。  

２ 本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会

においてその諾否を議決する。 

 

（自由脱退） 

第 11 条 組合員は、あらかじめ本組合に通知した 

うえで、事業年度の末日において脱退することができ

る。 

２ （略） 

 

（除名） 

第 12 条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員

を総会の議決によって除名することができる。 

（１）～（６）（略） 

２ （略） 

 

（脱退者の持分の払戻し） 

第 13 条 組合員が脱退したときは、組合員の本組合

に対する出資額（本組合の財産が出資の総額より減少

したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の

出資額に応じて減額した額）を限度として持分を払戻

すものとする。ただし、除名による場合は、その半額

とする。 

 

（事務所の所在地） 

第４条 本組合は、事務所を東京都中央区日本橋小伝

馬町 15番 15号に置く。 

 

（公告の方法） 

第５条 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示して

する。 

 

 

 

（組合員の資格） 

第８条 （略） 

（１）「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」

第 47 条（米穀の出荷又は販売の事業の届出）に基づ

き、届出をした事業者で卸売を業とする者 

（２）（略） 

（３）（略） 

２ （略） 

 

（加入） 

第９条 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾

を得て、組合に加入することができる。 

２ 本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会

においてその諾否を決する。 

 

（自由脱退） 

第 11 条 組合員は、あらかじめ本組合に通知した 

うえで、事業年度の終りにおいて脱退することができ

る。 

２ （略） 

 

（除名） 

第 12 条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員

を総会の決議によって除名することができる。 

（１）～（６）（略） 

２ （略） 

 

（脱退者の持分の払いもどし） 

第 13 条 組合員が脱退したときは、組合員の本組合

に対する出資額（本組合の財産が出資の総額より減少

したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の

出資額に応じて減額した額）を限度として持分を払い

もどすものとする。ただし、除名による場合は、その

半額とする。 

 

別紙－１ 
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改正条文 現行条文 

 

（出資口数の減少） 

第 16条 組合員は、次の各号の一に該当するときは、

あらかじめ本組合に通知した上で、事業年度の末日に

おいて出資口数の減少を請求することができる。 

（１）～（３）（略） 

２ （略） 

３ 本組合は、第１項の請求があったときは、理事会

において、その諾否を議決する。 

４ （略） 

 

（組合員名簿の作成、備置き及び閲覧） 

第 17条の２ （略） 

２ （略） 

３ 組合員及び本組合の債権者は、本組合に対して、

その業務取扱時間内はいつでも、組合員名簿の閲覧又

は謄写の請求をすることができる。この場合において

は、本組合は正当な理由なくしてこれを拒むことがで

きない。 

 

（会計帳簿等の閲覧等） 

第 18条の２ 組合員は、総組合員の 10分の１以上の

同意を得て、本組合に対して、その業務取扱時間内は

いつでも、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は

謄写を請求することができる。この場合においては、

本組合は、正当な理由なくしてこれを拒むことができ

ない。 

 

（役員の任期） 

第 24条 （略） 

（１）理事 ２年又は就任後において開催される第２

回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。た

だし、就任後第２回目の通常総会が２年を過ぎて開催

される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長す

る。 

（２）監事 ２年又は就任後において開催される第２

回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。た

だし、就任後第２回目の通常総会が２年を過ぎて開催

される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長す

る。 

２ 前項の期間中に補欠（定数の増加に伴う場合の補

充を含む。）のため選出された役員の任期は、現任者

の残任期間とする。 

３ （略） 

４ （略） 

 

 

（出資口数の減少） 

第 16条 組合員は、次の各号の一に該当するときは、

あらかじめ本組合に通知した上で、事業年度の終りに

おいて出資口数の減少を請求することができる。 

（１）～（３）（略） 

２ （略） 

３ 本組合は、第１項の請求があったときは、理事会

において、その諾否を決する。 

４ （略） 

 

（組合員名簿の作成、備置き及び閲覧） 

第 17条の２ （略） 

２ （略） 

３ 組合員及び組合員の債権者は、本組合に対して、

その業務取扱時間内はいつでも、組合員名簿の閲覧又

は謄写の請求をすることができる。この場合において

は、本組合は正当な理由がないのにこれを拒むことが

できない。 

 

（会計帳簿等の閲覧等） 

第 18 条の２ 組合員は、総組合員の１０分の１以上

の同意を得て、本組合に対して、その業務取扱時間内

はいつでも、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又

は謄写を請求することができる。この場合において

は、本組合は、正当な理由がないのにこれを拒むこと

ができない。 

 

（役員の任期） 

第 24条 （略） 

（１）理事 ２年又は就任後において開催される第２

回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。但

し、就任後第２回目の通常総会が２年を過ぎて開催さ

れる場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する。 

 

（２）監事 ２年又は就任後において開催される第２

回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。但

し、就任後第２回目の通常総会が２年を過ぎて開催さ

れる場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する。 

 

２ 補欠（定数の増加に伴う場合の補充を含む。）の

ため選出された役員の任期は、現任者の残任期間とす

る。 

３ （略） 

４ （略） 
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改正条文 現行条文 

（員外理事） 

第 25 条 理事のうち、組合員又は組合員たる法人の

役員でない者は、第 23 条第１号（理事の定数）の７

人を超えることができない。 

 

（役付理事の選出） 

第 26 条 役付理事として、理事のうち１人を理事長

とし、理事会において選出する。 

 

２ その他の役付理事として、１人以上５人以内を副

理事長、１人又は２人を専務理事、１人以上４人以内

を常務理事とし、理事会において選出することができ

る。 

 

（代表理事の職務等） 

第 26 条の２ 理事長は代表理事として、本組合を代

表し、本組合の業務を執行する。 

（削除） 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

２ 理事長は、本組合の業務に関する一切の裁判上又

は裁判外の行為をする権限を有し、本組合を代表し、

本組合の業務を執行する。 

３ 任期の満了又は辞任により退任した理事長は、新

たに選定された理事長が就任するまで、なお理事長と

しての権利義務を有する。 

４ 本組合は、理事長その他の代理人が、その職務を

行う際、第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 

５ 理事長の代表権に加えた制限は、善意の第三者に

対抗できない。 

６ 理事長は、総会の議決によって禁止されていない

ときに限り、特定の行為の代理を他人に委任すること

ができる。 

（員外理事） 

第 25 条 理事のうち、組合員又は組合員たる法人の

役員でない者は、第 23 条第１号（理事の定数）の３

分の１を超えることができない。 

 

（役付理事の選出） 

第 26条 役付理事として、理事のうち１人を理事長、

５人以内を副理事長、２人以内を専務理事、４人以内

を常務理事とし、理事会において選出する。 

（新規） 

 

 

 

 

（役付理事の職務等） 

第 26 条の２ 理事長は、本組合を代表し、本組合の

業務を執行する。 

２ 副理事長は、理事長を補佐して本組合の業務を執

行し、理事長が事故又は欠員のときには、あらかじめ

理事会において定めた順位に従いその職務を代理し、

又は代行する。 

３ 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して本組

合の業務を執行し、理事長及び副理事長がともに事故

又は欠員のときには、あらかじめ理事会において定め

た順位に従いその職務を代理し、又は代行する。 

４ 常務理事は、理事長、副理事長及び専務理事を補

佐して本組合の業務を執行し、理事長、副理事長及び

専務理事がともに事故又は欠員のときには、あらかじ

め理事会において定めた順位に従いその職務を代理

し、又は代行する。 

５ 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事がとも

に事故又は欠員のときには、理事会において、理事の

うちからその代理者又は代行者１人を定める。 

（新規） 

 

 

（新規） 

 

 

（新規） 

 

（新規） 

 

（新規） 
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改正条文 現行条文 

７ 本組合は、代表理事以外の理事に副理事長その他

組合を代表する権限を有するものと認められる名称

を付した場合には、当該理事がした行為について、善

意の第三者に対してその責を負う。 

 

第６章  総会、理事会、常任理事会、常勤役員会 

及び委員会 

 

（総会の議事録） 

第 39 条 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をも

って、総会における議事の経過の要領及びその結果並

びにその他法令に定める事項について、これを議事録

に記載又は記録する。 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理事会の招集） 

第 40条 （略） 

２ （略） 

３ 前２項の規定にかかわらず、理事及び監事は、必

要があると認めるときは何時でも、理事長に対し、会

議の目的たる事項を記載した書面を提出して、理事会

を招集すべきことを請求することができる。 

４ 前項の請求を行った理事及び監事は、同項の請求

を行った日から５日以内に、その請求の日から２週間

以内の日を会日とする理事会の招集通知が発せられ

ないときは、みずから理事会を招集することがきる。 

 

（新規） 

 

 

 

 

第６章  総会、理事会及び委員会 

 

 

（総会の議事録） 

第 39 条 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をも

って作成するものとする。 

 

 

２ 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を

記載するものとする。 

（１）招集年月日 

（２）開催の日時及び場所（総会の場所を定めた場合

に限る。）又は開催の方法（総会の場所を定めなかっ

た場合に限る。） 

（３）理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びに

その出席方法 

（４）組合員数及び出席者数並びにその出席方法 

（５）出席理事の氏名 

（６）出席監事の氏名 

（７）議長の氏名 

（８）議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 

（９）議事の経過の要領及びその結果（議案別の議決

の結果、可決、否決の別及び賛否の議決件数） 

（10）監事が、総会において監事の選任、解任若しく

は辞任について述べた意見、総会提出資料に 法令、

定款違反若しくは、著しく不当な事項があるとして総

会に報告した調査の結果又は総会において述べた監

事の報酬等についての意見の内容の概要 

 

（理事会の招集） 

第 40条 （略） 

２ （略） 

３ 前２項の規定にかかわらず、理事は、必要がある

と認めるときは何時でも、理事長に対し、会議の目的

たる事項を記載した書面を提出して、理事会を招集す

べきことを請求することができる。 

４ 前項の請求を行った理事は、同項の請求を行った

日から５日以内に、その請求の日から２週間以内の日

を会日とする理事会の招集通知が発せられないとき

は、みずから理事会を招集することがきる。 
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改正条文 現行条文 

（削除） 

 

 

 

 

 

（理事会の議長及び議事録）  

第 45条 （略） 

２ （略） 

３ 前項の議事録には、理事会における議事の経過の

要領及びその結果並びにその他法令に定める事項に

ついて、記載又は記録する。 

（削除） 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

（削除） 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 監事は必要があるときは、理事長に対し理事会の

招集を請求できる。ただし、請求を行った日から５日

以内に、その請求の日から２週間以内の日を会日とす

る理事会の招集通知が発せられないときは、みずから

理事会を招集することができる。 

 

（理事会の議長及び議事録）  

第 45条 （略） 

２ （略） 

３ 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を

記載するものとする。 

 

（１）招集年月日 

（２）開催日時及び場所（理事会の場所を定めた場合

に限る。）又は開催の方法（理事会の場所を定めなか

った場合に限る。） 

（３）理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びに

その出席方法 

（４）出席理事の氏名 

（５）出席監事の氏名 

（６）議長の氏名 

（７）決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名 

（８）議事経過の要領及びその結果(議案別の議決の

結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成

した理事の氏名及び反対した理事の氏名) 

（９）監事が、理事が不正の行為をし、若しくは当該

行為をするおそれがあると認められるとき、又は 法

令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当

な事実があると認めるときに理事会に報告した内容

及び理事会に出席して述べた意見の内容の概要 

（10）組合と取引をした理事の報告の内容の概要 

（11）その他(理事会が次に掲げるいずれかのものに

該当するときは、その旨) 

① 招集権者以外の理事による招集権者に対する理事

会の招集請求による理事の請求を受けて招集された

ものである場合 

② ①の請求があった日から 5日以内に、その請求が

あった日から 2 週間以内の日を理事会の日とする理

事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求を

した理事が招集したものである場合 

③ 監事の請求を受けて招集されたものである場合 

④ ③の請求があった日から 5日以内に、その請求が

あった日から 2 週間以内の日を理事会の日とする理

事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求を

した監事が招集したものである場合 
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改正条文 現行条文 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（常勤役員会及び協議事項） 

第 46 条の２ 常勤役員会は、常勤の理事及び常任の

監事をもってこれを組織する。 

２ 常勤役員会の協議事項その他運営に関する事項

は、規程で定める。 

 

（常勤役員会の議長及び議事録） 

第 47条の２ 常勤役員会には、第 45条第１項の規定

を準用する。 

２ 常勤役員会の議事録については、第 45 条第２項

の規定を準用する。 

 

（委員会） 

第 48条 （略） 

２ 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、規

程で定める。 

 

（利益準備金） 

第 51 条 本組合は、出資総額に相当する金額に達す

るまでは、当期純利益金額（ただし、前期繰越損失が

ある場合には、これをてん補した後の金額。以下、第

53 条及び第 54 条において同じ。）の５分の１以上を

利益準備金として積み立てるものとする。 

 

４ 次の各号に掲げる場合の理事会の議事録は、当該

各号に定める事項を内容とするものとする。 

（１）理事が理事会の決議の目的である事項について

提案をした場合において、当該提案につき理事(当該

事項について議決に加わることができるものに限

る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思

表示をし、当該提案を可決する旨の理事会の決議があ

ったものとみなした場合には、次に掲げる事項 

① 理事会の決議があったものとみなされた事項の内

容 

② ①の事項の提案をした理事の氏名 

③ 理事会の決議があったものとみなされた日 

④ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 

（２）理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき

事項を通知し、当該事項を理事会へ報告することを要

しないものとした場合には、次に掲げる事項 

① 理事会への報告を要しないものとされた事項の内

容 

② 理事会への報告を要しないものとされた日 

③ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（委員会） 

第 48条 （略） 

２ 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、規

約で定める。 

 

（法定利益準備金） 

第 51 条 本組合は、出資総額に相当する金額に達す

るまでは、毎事業年度の利益剰余金（ただし、前期繰

越損失がある場合には、これをてん補した後の金額。

以下、第 53条及び第 54条において同じ。）の５分の

１以上を法定利益準備金として積み立てるものとす

る。 
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改正条文 現行条文 

２ 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除

いては、取り崩さない。 

 

（資本剰余金） 

第 52条 本組合は、減資差益（第 13条ただし書きの

規定によって払いもどしをしない金額を含む。）は、

資本剰余金として積み立てるものとする。 

 

（特別積立金） 

第 53条 本組合は、当期純利益金額の 10分の１以上

を特別積立金として積み立てるものとする。 

２ （略） 

 

（教育情報費用繰越金） 

第 54条 本組合は、第７条第 10号の事業（教育情報

事業）の費用に充てるため、当期純利益金額の 20 分

の１以上を翌事業年度に繰り越すものとする。 

 

 

（配当又は繰越し） 

第 55条 本組合は損失をてん補し、第 51条の規定に

よる利益準備金、第 53 条の規定による特別積立金及

び前条の規定による教育情報費用繰越金を控除して

なお剰余があるときは、総会の議決によりこれを組合

員に配当し、又は翌事業年度に繰り越すものとする。 

 

 

 

 

（損失金の処理） 

第 57 条 損失金のてん補は、特別積立金、利益準備

金、資本剰余金の順序にしたがって行うものとする。 

 

 

 

２ 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除

いては、とりくずさない。 

 

（資本準備金） 

第 52条 本組合は、減資差益（第 13条ただし書きの

規定によって払いもどしをしない金額を含む。）は、

資本準備金として積み立てるものとする。 

 

（特別積立金） 

第 53条 本組合は、毎事業年度の利益剰余金の 10分

の１以上を特別積立金として積み立てるものとする。 

２ （略） 

 

（教育情報費用繰越金） 

第 54条 本組合は、第７条第 10号の事業（教育情報

事業）の費用に充てるため、毎事業年度の利益剰余金

の 20 分の１以上を翌事業年度に繰り越すものとす

る。 

 

（配当又は繰越し） 

第 55 条 毎事業年度の利益剰余金（毎事業年度末決

算において総益金から総損金を控除した金額）に前期

の繰越利益又は繰越損失を加減したものから、第 51

条の規定による法定利益準備金、第 53 条の規定によ

る特別積立金及び前条の規定による教育情報費用繰

越金を控除してなお剰余があるときは、総会の議決に

よりこれを組合員に配当し、又は翌事業年度に繰り越

すものとする。 

 

（損失金の処理） 

第 57 条 損失金のてん補は、特別積立金、法定利益

準備金、資本準備金の順序にしたがって行うものとす

る。 
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改正条文 現行条文 

附則（令和５年○○月○○日改正） 

１．定款第４条（字句改訂）、第５条（字句改訂）、第

８条第１項第１号（字句改訂）、第９条第１項（字句

改訂）、第９条第２項（字句改訂）、第 11条第１項（字

句改訂）、第 12条第１項（字句改訂）、第 13条（字句

改訂）、第 16 条第１項（字句改訂）、第 16 条第３項

（字句改訂）、第 17条第１項第３号（削除）、第 17条

の２第３項（字句改訂）、第 18 条の２（字句改訂）、

第 24条第１項第１号（字句改訂）、第 24条第１項第

２号（字句改訂）、第 24条第２項（字句改訂）、第 25

条（字句改訂）、第 26条第１項（字句改訂）、第 26条

第２項（追加）、第 26 条の２表題部（字句改訂）、第

26条の２第１項から第５項まで（字句改訂）、第６項

及び第７項（新設）、第６章表題部（字句改訂）、第 39

条第１項（字句改訂）、第 39条第２項（削除）、第 40

条第３項及び第４項（字句改訂）、第５項（削除）、第

45条第３項（字句改訂）、第 46条の２（新設）、第 47

条の２（新設）、第 48条第２項（字句改訂）、第 51条

表題部及び第１項（字句改訂）、第 52条（字句改訂）、

第 53条第１項（字句改訂）、第 54条（字句改訂）、第

55条（字句改訂）、第 57条（字句改訂）は令和５年○

○月○○日から施行する。 

（施行日は農林水産大臣の認可があった日） 
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役員選任規約の変更箇所を記した新旧対照表（案） 

改正条文 現行条文 

（目的） 

第１条 本組合の役員の選任は、中小企業等協同組合

法及び定款に定めるもののほか、この規約の定める

ところにより行う。 

 

（役員の選任定数の地域別配置） 

第３条 役員の選任定数は、別表に定める地域等ごと

に理事会の議を経て配置する。 

 

（推薦委員の選出） 

第４条 推薦会議の推薦委員を選出する場合は、理事

長はあらかじめ地域ごとに定められた組合員に、選

出の日時及び選出の方法を通知し、推薦委員を選出

するよう指示する。 

２ 前項の通知を受けた組合員は、推薦委員選出後速

やかに、推薦委員の氏名及び住所を記載した書面を

理事長に提出するものとする。 

 

（推薦会議） 

第６条 （略） 

２ （略） 

３ 役員候補者の推薦は、役員の選任を行う総会会日

の 15日前までに、役員候補者の氏名及び住所を記載

した書面を推薦会議の議事録ともに理事長に提出し

て行わなければならない。 

４ 前項の推薦は、理事及び監事を区分して行わなけ

ればならない。 

５ 推薦会議は、役員候補を推薦する場合は、あらか

じめ役員候補者の承認を得ておかなければならな

い。  

 

（書面による推薦会議の開催） 

第７条 役員欠員が生じ、その補充のために役員の選

任を行う場合、前条に基づく推薦会議は、これを書

面により行うことができる。 

 ただし、役員定数の３分の１を超えて欠員が生じた

場合には、この限りではない。 

 

（理事会の開催等） 

第８条 第４条の規定により役員候補者の推薦を 

受けた理事長は、推薦会議で決定された役員候補者

の名簿を作成し、総会提出議案として理事会に諮り、

その議決を得なければならない。 

２ 前項の議決を得た役員候補者名簿は、総会の 開

催通知の議案書類として組合員に対して送付しなけ

ればならない。 

（目的） 

第１条 本組合の役員の選任は、中小企業等協同組合

法および定款に定めるもののほか、この規約の定め

るところにより行う。 

 

（役員の選任定数の地域別配置） 

第３条 役員の選任定数は、別表に定める地域等毎に

理事会の議を経て配置する。 

 

（推薦委員の選出） 

第４条 推薦会議の推薦委員を選出する場合は、理事

長はあらかじめ地域ごとに定められた組合員に、選

出の日時および選出の方法を通知し、推薦委員を選

出するよう指示する。 

２ 前項の通知を受けた組合員は、推薦委員選出後速

やかに、推薦委員の氏名および住所を記載した書面

を理事長に提出するものとする。 

 

（推薦会議） 

第６条 （略） 

２ （略） 

３ 役員候補者の推薦は、役員の選任を行う総会会日

の 15日前までに、役員候補者の氏名および住所を記

載した書面を推薦会議の議事録ともに理事長に提出

して行わなければならない。 

４ 前項の推薦は、理事および監事を区分して行わな

ければならない。 

５ 推薦会議は、役員候補を推薦する場合は、あらか

じめ役員候補者の承認をえておかなければならな

い。  

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

別紙－２ 



61 

 

 

改正条文 現行条文 

 

（総会における役員選任の議決） 

第９条 役員選任の議決は、様式第１号の投票用紙に

より無記名投票によって行う。ただし、出席組合員

の過半数の同意がある場合には、この限りではない。 

 

（書面による議決権の行使） 

第 10条 （略） 

２～４ （略） 

 

（投票管理人） 

第 11条 （略） 

２ （略） 

 

（開票結果の報告） 

第 12条 （略） 

 

（投票の無効） 

第 13条 （略） 

（１）～（２）（略） 

 

 

付則 

１．第１条、第３条、第４条及び第６条の改正、第７

条から第 11条までを２条ずつ繰り下げる改正、第６

条の次に第７条及び第８条を新設する改正及び繰り

下げた新第９条の改正については、令和５年○○月

○○日から施行する。 

 

 

 

（投票用紙） 

第７条 役員選任の議決の投票は、様式第１号の投票

用紙による。但し、出席組合員の過半数の同意があ

れば他の方法によることもできる。 

 

（書面による議決権の行使） 

第８条 （略） 

２～４ （略）  

 

（投票管理人） 

第９条 （略） 

２ （略） 

 

（開票結果の報告） 

第 10条 （略） 

 

（投票の無効） 

第 11条 （略） 

（１）～（２）（略） 
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総会規約(案) 

       令和５年〇〇月〇〇日制定 

（目的） 

第１条 この規約は、本組合が中小企業等協同組合法及び定款で定める総会の運営について、 

必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（定足数の確認） 

第２条 理事長は、総会成立の定足数を確認し、議場に報告しなければならない。 

 

（議長の職務） 

第３条 議長は、議事日程に従い、議事の円滑な進行を行うとともに、議場の秩序を確立し、

かつ、これを維持しなければならない。 

２ 議長は、不穏当な言行等により議事を妨げると認めたときは、その者に退場を命ずること

ができる。 

３ 議長は、出席した組合員の発言を不当に制限してはならない。 

 

（議事の開閉） 

第４条 議事の開閉は、議長がこれを宣する。 

 

（議案の説明） 

第５条 議案は、提案者がこれを説明するものとする。ただし、議長が必要と認めたときは

他の者に説明させることができる。 

 

（議事の進行） 

第６条 議長は、提出された議案について説明、討議、採決の順に区分して、議事を進めな

ければならない。 

 

（討議） 

第７条 組合員は、討議事項を逸脱しない限り、自由に質問を行い、かつ意見を述べること

ができる。 

２ 発言は、議長の許可を得て行うものとし、発言に当たっては氏名を告げなければならない。 

３ 質問は、簡潔、明瞭に行うものとする。 

４ 意見は、感清、利害にとらわれず建設的に述べるものとする。 

５ 組合員は、他の者の発言を不当に圧迫又は抑制してはならない。 

 

（緊急議案の提出） 

第８条  組合員はいつでも緊急議案を議長に提出するごとができる。 

２ 議長は、前項の緊急議案の提出があったときは、緊急議案として認めるか否かを議場に

諮らなければならない。 

別紙－３ 
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（採決の方法） 

第９条 採決はいずれかの方法によるものとする。 

（１）挙手 

（２）起立 

（３）投票 

２ 挙手及び起立は、賛成者又は反対者のいずれか一方について行うものとする。 

３ 投票は、あらかじめ配布された所定の用紙を用い、記名又は無記名により行う。 

  

（修正案の採決） 

第 10条 原案についての修正案が提出されたときは、議長は、これを原案より先に採決する

ものとする。 

２ 修正案が二つ以上あるときは、議長は修正案の趣旨が原案に最も異なるものから 順次 

採決するものとする。 

 

（採決結果の宣言） 

第 11条 議長は、議案の採決を行ったときは、速やかに賛否の数を調査確定し、その結果を

議場に報告してその議案の決定を宣しなければならない。 

 

（委員会への付議） 

第 12 条 議長は、上程された議案についての審議のため必要と認めたときは、当該議案に 

ついて委員会に付託して審議させることができる。  

２ 前項の委員会の委員の選任方法は、総会で定める。 

３ 付託した議案については、総会で採決するものとする。ただし、この場合は委員会での

審議経過を委員に報告させなければならない。 

 

（指導助言の請求） 

第 13条 議長は、必要により出席した指導機関の者又は学識経験者に対し、指導助言を求め

ることができる。 

 

（総会の議事録） 

第 14条 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成するものとする。 

２ 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。 

（１）招集年月日 

（２）開催の日時及び場所（総会の場所を定めた場合に限る。）又は開催の方法（総会の  

場所を定めなかった場合に限る。） 

（３）理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法 

（４）組合員数及び出席者数並びにその出席方法 

（５）出席理事の氏名 

（６）出席監事の氏名 
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（７）議長の氏名 

（８）議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 

（９）議事の経過の要領及びその結果（議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の 

議決件数） 

（10）監事が、総会において監事の選任、解任若しくは辞任について述べた意見、総会提出

資料に法令、定款違反若しくは著しく不当な事項があるとして総会に報告した調査の

結果又は総会において述べた監事の報酬等についての意見の内容の概要 

 

（その他） 

第 15 条 この規約に定めない事項であって総会議事の運営について必要な事項は、議長が 

その都度これを定める。 

 

付則 

この規約は、令和５年〇〇月〇〇日から施行する。 

 

  


